
飲⾷料品を販売する際の「包装材料等」の取扱い

○ 飲⾷料品の販売に使⽤される包装材料等について、通常必要なものとして販売に使⽤されるもの
であれば、その包装材料等も含め「飲⾷料品の譲渡」に該当。

○ 「通常必要なもの」として販売に使⽤される包装材料等とは、飲⾷料品の販売に付帯するもので、
通常、飲⾷料品が費消され⼜は飲⾷料品と分離された場合に不要となるようなものが該当。

軽減税率８％

標準税率10％

軽減税率８％

【仕⼊】 【売上】

○ 消費税の税額計算： 売上税額 － 仕⼊税額 ＝ 納税額
→ 売上げと仕⼊れの税率差については、申告を通じて精算される

（仕⼊税額の⽅が⼤きければ還付となる）

（財務省資料）
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